
最高裁決定に基づき１０４７名の
解雇撤回と採用をＪＲに求める

 署名運動へのご協力・ご支援を！

　私たちは、国鉄１０４７名解雇撤回に向けた新たな
署名運動をはじめます。ＪＲに対して直接、解雇撤回
と採用を要求する署名運動です。
　昨年６月の最高裁決定による確定判決は、採用候補
者名簿が不当労働行為意思のもとに作成されたことを
明確に認定しました。さらに弁護団が裁判に提出した
新たな証拠により、それを指示したのがＪＲ設立委員
長だったことも明らかになりました。
　国鉄改革法２３条第５項は「職員の採用について、
当該承継法人の設立委員がした…行為は、当該承継法
人がした行為とする」と規定しています。
　ＪＲは採用差別について明確に法的責任を負うこと
は明らかです。私たちは、〈解雇撤回し１９８７年に
さかのぼって採用せよ〉を声を大に要求します。

❖国鉄分割・民営化以来の大転換
　国鉄１０４７名解雇撤回の新たな闘いを、安倍政権
による派遣労働の全面解禁や残業代ゼロ、金銭解雇制
度などの労働法大改悪、さらには改憲・戦争政策への
反撃の闘いとしたいと考えています。
　派遣法改悪についてマスコミでも「１９８５年以来
の大転換」と報じています。派遣法の制定は国鉄分割・
民営化と一体でした。労働法や雇用をめぐり国鉄分割・
民営化以来ともいえる大転換が始まっています。労働
組合にとってもういちど勝負のときが来ています。
　安倍政権は「成長戦略」の名で社会を丸ごと民営化
し、「地方創生」の名で地方を切り捨て、労働者を貧
困と非正規雇用に突き落としています。すべてが限界
に来ています。新しい署名運動を、この怒りの声と危
機感を結集し、労働運動再生の展望を示す運動とした
いと考えております。解雇撤回とＪＲ採用を要求する
新たな署名運動へのご協力・ご支援をお願いします。

✿国鉄闘争全国運動呼びかけ人（故人含む）
阿部宗悦（女川原発反対同盟）
伊藤　晃（日本近代史研究者）
入江史郎（スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合委員長）
宇都宮理（愛媛県職員労働組合委員長）
大和田幸治（全国金属機械労働組合港合同事務局長）
大野義文（元安芸労働基準監督署長）
鎌倉孝夫（経済学者・埼玉大学名誉教授）
北原鉱治（三里塚芝山連合空港反対同盟事務局長）
鬼頭宏一（島根大学名誉教授）
金　元重（韓国労働運動史研究家）
高　英男（全日本建設運輸連帯労組関西地区生コン支部副委員長）
河野晃興（自交総連ＳＫさくら交通労働組合執行委員長）
佐藤功一（元国労横浜支部執行委員・国労新鶴見操車場分会長）
柴田和夫（元日本交通労働組合委員長）
清水雅彦（日本体育大学准教授）
鈴木達夫（弁護士・法政大学弾圧裁判弁護団長）
清野和彦（元福島県教職員組合委員長）
手嶋浩一（元国労九州本部書記長）
高山俊吉（弁護士・憲法と人権の日弁連をめざす会代表）
中江昌夫（元国鉄動力車労働組合副委員長）
中西五洲（元全日自労委員長）
西田　節（元総評オルグ・東部一般統一労働組合委員長）
葉山岳夫（弁護士・動労千葉顧問弁護団長）
花輪不二男（世田谷地区労働組合協議会顧問）
堀井克幸（札幌圏連帯労働組合執行委員長）
前嶋　登（富士地区労働組合会議議長・元全日建中央副執行委員長）
宮城盛光（沖縄県北中城村議・元全軍労牧港支部）
山村ふさ（元日教組書記次長）
山本弘行（動労千葉を支援する会事務局長）
矢山有作（元衆議院議員）
李　東碩（広島大学総合科学研究科・准教授）
全金本山労働組合
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部
ジャック・ヘイマン（ＩＬＷＵローカル１０元執行委員）
シンディー・シーハン
韓国民主労総傘下の主要な連盟・労組の代表３２人

　国鉄分割・民営化に反対し、１０４７名の解雇撤回闘争を
　支援する全国運動（国鉄闘争全国運動）

〒 260-0017 千葉市中央区要町 2-8 ＤＣ会館
電話 043（222）7207  FAX 043（224）7197
メール doro-chiba@doro-chiba.org
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改
憲
・
戦
争
と
労
働
法
大
改
悪
を
打
ち
破
ろ
う！
　



承継法人の職員の採用について、当該承継法人の設
立委員がした行為及び当該承継法人の設立委員に対
してなされた行為は、それぞれ当該承継法人がした
行為及び当該承継法人に対してなされた行為とする。

労働者派遣法　１９８５年の制定以来の大
転換。派遣労働の全面解禁

残業代ゼロ法　労働時間の規制をなくして
残業概念自体がなくなる

金銭解雇制度　カネさえ払えばクビ切り
自由。職場復帰も不可能に

雇用特区　労働者が同意（契約）すれば労働者
を保護する法律を適用除外にできる

Ｊ
Ｒ
に
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雇
撤
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・
Ｊ
Ｒ
復
職
の
法
的
責
任

　

最
高
裁
は
２
０
１
５
年
６
月
、
解
雇
撤
回
を
認
め
な
い
反
動
判
決
を
出
し

ま
し
た
が
、
鉄
道
運
輸
機
構
側
の
上
告
も
退
け
、
不
採
用
基
準
の
策
定
と
こ

れ
に
基
づ
く
清
算
事
業
団
送
り
に
つ
い
て
不
当
労
働
行
為
と
し
た
高
裁
判
決

が
確
定
し
ま
し
た
。
国
鉄
闘
争
裁
判
の
中
で
不
採
用
基
準
に
つ
い
て
不
当
労

働
行
為
を
認
め
た
唯
一
の
判
決
で
す
。

　

国
鉄
改
革
法
23
条
５
項
は
、
採
用
に
関
す
る
設
立
委
員
の
行
為
は
Ｊ
Ｒ
の

行
為
と
す
る
と
規
定
し
て
い
ま
す
。
斎
藤
英
四
郎
・

Ｊ
Ｒ
設
立
委
員
長
が
葛
西
敬
之
や
井
手
正
敬
と
共

謀
し
て
策
定
し
た
不
採
用
基
準
が
不
当
労
働
行
為

な
の
で
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
は
、
解
雇
撤
回
・
Ｊ
Ｒ
復

職
の
法
的
責
任
が
あ
る
こ
と
は
当
然
で
す
。

国
鉄
分
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・
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営
化
以
来
の
大
転
換
と
の
闘
い

　

青
年
や
老
人
、
子
ど
も
や
女
性
の
貧
困
が
蔓
延
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
社

会
に
し
た
連
中
が
安
保
法
を
強
行
し
、
改
憲
ま
で
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
米

日
欧
は
中
東
で
石
油
支
配
の
た
め
に
戦
争
と
殺
戮
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
そ

れ
が
Ｉ
Ｓ
を
生
み
出
し
た
。
東
ア
ジ
ア
で
も
戦
争
の
危
機
が
迫
っ
て
い
る
。

　

国
鉄
１
０
４
７
名
解
雇
撤
回
は
新
た
な
闘
い
に
入
る
。
１
９
８
７
年
に
さ

か
の
ぼ
っ
て
採
用
を
要
求
し
、怒
り
の
声
を
結
集
し
た
い
。
こ
の
闘
い
は
分
割
・

民
営
化
に
決
着
を
つ
け
る
最
後
の
一
戦
だ
。

　

派
遣
法
大
改
悪
で
国
鉄
分
割
・
民
営
化
以
来
の

社
会
の
大
転
換
が
始
ま
っ
た
。
残
業
代
ゼ
ロ
法
や

解
雇
の
金
銭
解
決
が
狙
わ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
闘

い
の
旗
は
降
ろ
せ
な
い
。

１
０
４
７
名
全
員
の
解
雇
撤
回
・
原
職
復
帰
へ

　

国
鉄
１
０
４
７
名
解
雇
撤
回
闘
争
は
、
い
よ
い
よ
本
丸
で
あ
る
Ｊ
Ｒ
に
対
し

て
解
雇
撤
回
と
即
時
採
用
を
要
求
す
る
闘
い
に
入
り
ま
す
。
す
で
に
動
労
千
葉

は
昨
年
９
月
９
日
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
本
社
に
対
し
て
、
組
合
員
を
直
ち
に
採
用
す

る
こ
と
を
要
求
し
、
団
体
交
渉
を
申
し
入
れ
ま
し
た
。

　

国
鉄
改
革
法
と
国
鉄
分
割
・
民
営
化
の
す
べ
て
が
不
当
労
働
行
為
で
あ
っ
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
署
名
運
動
は
国
鉄
１
０
４
７
名
全
員
の

解
雇
撤
回
を
訴
え
、
Ｊ
Ｒ
北
海
道
・
Ｊ
Ｒ
九
州
に
対
し
て
も
解
雇
撤
回
・
Ｊ
Ｒ

復
帰
を
要
求
す
る
も
の
で
す
。

　

Ｊ
Ｒ
の
鉄
道
業
務
外
注
化
は
、
雇
用
と
安
全
を
破
壊
し
、
事
故
を
頻
発
さ
せ

て
い
ま
す
。
外
注
化
や
非
正
規
雇
用
化
、
被
曝
労
働
と
闘
い
、
全
国
で
動
労
総

連
合
の
建
設
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
Ｊ
Ｒ
と
の
闘
い
は
こ
れ
か
ら
で
す
。

ＪＲに法的責任あり
採用やり直しを要求

安倍政権の改憲・戦争
労働法大改悪と闘う

解雇撤回・外注化阻止
ＪＲとの闘いこれから

ＪＲ設立委員の行為は、承継法人
ＪＲがした行為に（国鉄改革法２３条５項）


